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みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 
 

事 

業 

者 

設 

定 

基 

準 

第６条第５項 第６条第２項に規定する基準に代わるものとして設定した基準 

 

第８条第２項 送配電非関連固定費または送配電非関連可変費への配分基準 

 

第 18条第４項 
契約種別ごとの電気の使用形態，電気の使用期間，電気の計量

方法等による特定需要原価等の差異を勘案して設定した基準 

 

燃

料

費

調

整

制

度 

第 40条第２項 燃料費調整制度における換算係数 

 

第 40条第４項 燃料費調整制度における基準調整単価 
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第６条第２項に規定する基準に代わるものとして設定した基準 

［第６条第５項関係］ 

 

１．設定した基準 

                                                                                 

 項      目 配 分 基 準  

 

建設分担関連費振替額（貸方） 
業務設備配分後の各部門設備別帳簿原価比 

（活動帰属基準） 
 

社債発行費 
業務設備配分後の各部門設備別帳簿原価比 

（活動帰属基準） 

 

電  気 

事  業 

報  酬 

特定固定資産 

各部門業務用建物床面積比（建物について

は，自己所有物件に限る。） 

    （活動帰属基準） 

 

 建設中の資産 
業務設備配分後の各部門設備別帳簿価額比 

（配賦基準） 
 

運転資本(営業資本) 各部門営業資本構成比  （活動帰属基準）  

 

 

２．事業者の実情に応じた基準により算定することが適当である理由 

 

     一般管理費の配分にあたり，別表第２第２表に定める基準に比べ，より適切な 

整理を行うための客観的かつ合理的な配分基準として，費用の発生についてより 

関連がみられる〔１．設定した基準〕に掲げる活動帰属基準および配賦基準を設 

定することとした。 
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送配電非関連固定費または送配電非関連可変費への配分基準 

［第８条第２項関係］ 

                                                                                    

項  目 配 分 基 準  

（＊）給料手当 送配電非関連固定費に配分。  

（＊）給料手当振替額(貸方) 送配電非関連固定費に配分。  

（＊）雑  給 送配電非関連固定費に配分。  

（＊）消耗品費 
送配電非関連固定費と送配電非関連可変費の割合が１対

１となるように配分。 

 

 

 
（＊）修 繕 費 送配電非関連固定費に配分。  

（＊）委 託 費 送配電非関連固定費に配分。  

（＊）養 成 費 送配電非関連固定費に配分。  

（＊）諸  費 送配電非関連固定費に配分。  

他社購入電源費 
電力量の多寡によらない料金を送配電非関連固定費，電力

量に応じて変動する料金を送配電非関連可変費に配分。 

 

（＊）建設分担関連費振替額（貸方） 送配電非関連固定費に配分。 
 

 

（＊）附帯事業営業費用分担関連費振替額（貸方） 送配電非関連固定費に配分。 
 

 

他社販売電源料 
電力量の多寡によらない料金を送配電非関連固定費，電力

量に応じて変動する料金を送配電非関連可変費に配分。 

(*)の項目は，環境対策費を除く。 
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契約種別ごとの電気の使用形態，電気の使用期間，電気の計量方法等による 

特定需要原価等の差異を勘案して設定した基準 

［第 18条第４項関係］ 

 

 第 18条第２項の規定による基準は，以下のとおり設定する。 

 

 

１．契約種別 

  契約種別は，特定需要において，電気の使用形態，電気の使用期間，電気の計量方

法等の差異を勘案し，以下のとおり設定する。 

 

                契  約  種  別  

   定額電灯，従量電灯，臨時電灯，公衆街路灯， 

  低圧電力，臨時電力，農事用電力 

 

  

 

 

２．料金制 

  契約種別ごとの料金制については， 

・電気の使用量が極めて小規模な需要については，負荷設備容量にもとづく「定

額料金制」 

・それ以外の需要については，「最低料金制」または基本料金と電力量料金を組

み合わせた「二部料金制」 

を適用する。 

 

  また，電力量料金については，電灯需要，電力需要それぞれに以下の料金制を原

則として適用する。 

・電灯需要については，使用電力量を３段階に区分し，各段階ごとの使用電力量

に対して異なる料金率を適用する３段階料金制を適用する。 

・電力需要については，夏季(７月～９月)の使用電力量とそれ以外の使用電力

量に異なる料金率を適用する季節別料金制を適用する。 

 

 

３．料金率 

  契約種別ごとの料金率については，これまでの料金制度の沿革を踏まえつつ，特

定需要原価と，原価算定期間における契約電力及び販売電力量等の想定値により

算出される料金収入が一致するよう，契約種別ごとに料金率を設定する。 

  この場合，季節間の使用形態や電力使用原単位，使用期間の差異，電気の計量方

法の差異など，契約種別間の供給原価構成上の諸要因を参酌しつつ，契約種別ごと

の負担が公平となるよう定める。 

   また，基本料金率・電力量料金率については，次により定める。 

 

 

 



 （１）基本料金率 

    基本料金率については，原則として１月を単位とし，使用する負荷設備など

を基準に定める。なお，電力需要の基本料金率は，負荷の力率差による供給原

価の適切な負担や系統への影響度を反映する。 

 

  （２）電力量料金率 

（電灯の３段階料金制） 

   従量電灯の電力量料金率については，お客さまの使用実態を踏まえて料金適

用電力量区分を３段階に区分したうえで， 

(ｱ) 第１段階の使用電力量の料金率については，(ｲ)の料金率より低廉とし， 

(ｲ) 第２段階の使用電力量の料金率については，おおむね平均費用にもとづ

くものとし，         

(ｳ) 第３段階の使用電力量の料金率については，限界費用の上昇傾向を反映

する。 

(ｴ) 第１段階と第２段階の使用電力量の区分は１需要家１月につき120キロワ

ット時，第２段階と第３段階の使用電力量の区分は１需要家１月につき

300キロワット時とする。 

 

（電力の季節別料金制） 

    電力需要の電力量料金率については，原価の季節間格差を勘案して，夏季，そ

の他季別に定める。 
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燃料費調整制度における換算係数 

[第 40条第２項関係] 

 

小売電気事業等の用に供する燃料ごとの比率を勘案し，以下のとおり換算係数を

定めた。 

 石油 液化天然ガス 石炭 

換算係数 ０．０８７５ ０．０７７０ １．１７７０ 
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燃料費調整制度における基準調整単価 

[第 40条第４項関係] 

 

以下のとおり契約種別ごとに基準調整単価を定めた。 

 区       分 単 位 基準調整単価        

      円   銭厘  
 (１)定額制供給    
   イ．定額電灯および公衆街路灯Ａ    
 (ｲ)電灯    
 契約負荷設備 10Ｗまで １灯・１月    ０.５９８  
             〃     20Ｗまで 〃    １.１９７  
             〃     40Ｗまで 〃    ２.３９３  
             〃     60Ｗまで 〃    ３.５８９  
             〃     100Ｗまで 〃    ５.９８２  
             〃     100Ｗ超過 50Ｗまでごとに 〃    ２.９９１  
     
 (ﾛ)小型機器    
 契約負荷設備 50VAまで １機器・１月    １.７８６  
             〃     100VAまで 〃    ３.５７３  
             〃     100VA超過 50VAまでごとに 〃    １.７８６  
     
   ロ．臨時電灯Ａ    
    契約負荷設備 50VAまで １契約・１日    ０.０４８  
            〃     100VAまで 〃    ０.０９７  
            〃     100VA超過 500VAまで 

          100VAまでごとに 
    

〃 
 
   ０.０９７ 

 

            〃     500VA超過１kVAまで 〃    ０.９６４  
            〃     １kVA超過３kVAまで 

                  １kVAまでごとに 
   

〃 
 
   ０.９６４ 

 

     
   ハ．臨時電力(定額制供給) １kW・１日    １.０１３  
     
   ニ．農事用電力(脱穀調整用,附則)    
     契約電力  0.5kＷ １契約・１日    ０.２５３  
       〃      １kＷ 〃    ０.５０６  
       〃      ２kＷ 〃    １.０１３  
       〃      ３kＷ 〃    １.５１９  
       〃      ３kＷ超過１kＷ増すごとに 〃    ０.５０６  
     
     
 (２)従量制供給    
   イ．従量電灯Ａ･臨時電灯Ｂ･公衆街路灯Ｂ    
       最 低 料 金     (最初の 11kWhまで) １契約・１月    １.６９４  
        電力量料金(11kWh超過分) １kWh    ０.１５４  
   ロ．上記以外の契約種別 １kWh    ０.１５４  
     

 


